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吸収分割に係る事前開示書面の変更について 

 

株式会社マネーフォワード（以下「分割会社」といいます。）及びマネーフォワードクラ

ウド経営管理コンサルティング株式会社（以下「承継会社」といいます。）は、令和７年１

月 24 日付で吸収分割契約書を締結し、効力発生日を令和７年４月１日として、分割会社の

経営管理領域における事業に関する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割（以下「本吸

収分割」といいます。）について、令和７年２月 21 日付で公衆の縦覧に供した法定事前開示

書面「吸収分割契約に関する事前開示書類」（以下「本事前開示書類」といいます。）につい

て、当該内容の一部に変更すべき事項がございましたので、次のとおり変更後の事項を記載

した書面を備え置くことといたします。 

変更箇所は下記のとおりとなります。変更箇所は下線で表示している部分となります。な

お、分割会社の令和 7 年 2 月 25 日開催の株主総会により、分割会社の最終事業年度（自令

和 5 年 12 月 1 日至令和 6 年 11 月 30 日）に係る計算書類等の内容が承認されたことに伴

い、同最終事業年度に係る計算書類等が金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示

書類に関する電子開示システム（EDINET）によりご覧いただけますが、下記を除き当該事

項に関する本事前開示書類の記載に変更はございません。 

 

記 

 

（前略） 

５ 分割会社の計算書類等に関する事項 

 （中略） 

（３） 最終事業年度後に生じた重要な後発事象 



該当事項はありません。 

（中略） 

６ 承継会社の計算書類等に関する事項 

（１） 最終事業年度に係る計算書類等 

承継会社の令和 7 年 2 月 25 日付株主総会決議により、承継会社の最終事業年度

（自令和 6 年 6 月 24 日至令和 6 年 11 月 30 日）に係る計算書類等の内容が承認

されたことに伴い、最終事業年度に係る計算書類等を別紙のとおり追加して開示

いたします。 

（中略） 

（３） 最終事業年度後に生じた重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 （後略） 

  



別紙 

（添付のとおり） 



 

事 業 報 告 

2024年 06月 24日から

2024年 11月 30日まで  

  

1． 株式会社の状況に関する重要な事項 

(1) 事業環境や対処すべき課題の変化 

該当事項はありません。 

(2) 重要な設備投資・資金調達・借入 

2025年 1月に資本金を 1億円に増資しています。 

(3) 会社役員の状況の変化 

2025年 2月以降でアウトルックコンサルティング

株式会社の平尾社長に、当社の取締役に就任いただ

きます。         

(4) その他経営観点で重要な点があればその内容 

該当事項はありません 

１． 業務の適正を確保するための体制に関する決定・決議、運用状況の概要 

該当事項はありません。 

２． 会社の支配に関する基本方針 

該当事項はありません。 

３． 特定完全子会社に関する事項 

該当事項はありません。 

４． 親会社等との取引 

該当事項はありません。 



 

 

 

 

 

 

決 算 報 告 書 
 

 

 

 

第 1期 

 

 

 

自 令和 06 年 06 月 24 日 

至 令和 06 年 11 月 30 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社 

  



貸 借 対 照 表 

（令和06年11月30日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

損 益 計 算 書 

 令和06年06月24日から 

 令和06年11月30日まで 

 

 

  



 

販管費及び一般管理費 

 令和06年06月24日から 

 令和06年11月30日まで 

 

  



 

株主資本等変動計算書 

 令和06年06月24日から 

 令和06年11月30日まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個 別 注 記 表 

 令和06年06月24日から 

 令和06年11月30日まで 

 

マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 固定資産の減価償却の方法 

該当事項はありません。 

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 ... 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております 

２．会計方針の変更に関する注記 

該当事項はありません。 

３．表示方法の変更に関する注記 

該当事項はありません。 

４．誤謬の訂正に関する注記 

該当事項はありません。 

５．株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数 

普通株式 10株 

(2) 剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 

６．その他の注記該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

計算書類に係る附属明細書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社 

 

自 2024年 06月 24日 

至 2024年 11月 30日 

 

  



１． 有形固定資産及び無形固定資産の明細 

該当事項はありません 

２． 引当金の明細 

該当事項はありません 

３． 販売費及び一般管理費の明細 

計算書類に記載しております。 



監 査 報 告 書 

 

 2024年 6月 24日から 2024年 11月 30日までの第 1期事業年度の取締役の職務の執行に

関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

1. 監査の方法及びその内容 

 私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に

努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検

討いたしました。 

 さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書

類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属

明細書について検討いたしました。 

2. 監査の結果 

a. 事業報告等の監査結果 

i. 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。 

ii. 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

大な事実は認められません。 

b. 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

i. 計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認めます。 

 

 

2025年 2月 18日 

マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社 

監査役 沼尻 和樹 


